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(はじめに) 

 

 消費者庁は、平成 22年２月に行政機関の職員を対象として「平成 21年度行政機関

職員向け公益通報研修会」(以下「本研修会」という。)を実施した。本研修会の開催

に際しては、参加者に対して事前にアンケート（以下「本アンケート」という。）を

実施し、各行政機関での公益通報者保護制度の運用等の実態の把握を図った。 

  

 本アンケートに対して寄せられた回答は、多種多様な行政機関における具体的事情

を示すものであり、有益な資料であると考えられることから、その概要を以下のとお

り公表することとした。 

 

＜アンケート回答自治体内訳＞ 
各府省庁 都道府県 政令指定都市 市区町村 合計 
11機関 35機関 8機関 40機関 94機関 

 

 

 なお、本アンケートは自由記述式の項目が多く、これに対する回答も多岐にわたっ

ていることから、消費者庁において、類似した回答を要約するなどの作業を行ってい

る。また、本アンケートは、各行政機関における運用等の実態を把握しようとするも

のであることから、類似の回答の多寡にかかわらず、寄せられた回答を幅広く掲載し

ている。 

 

 上記のとおり、本資料は消費者庁の責任において本アンケートの回答を集約したも

のであり、公益通報者保護法又はその他の内容についての消費者庁の見解を示すもの

ではない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

目次 

 

１． 通報受付窓口の設置及び運営手法等 

（１）通報受付窓口の設置と周知・広報 

（ア）通報受付窓口の設置状況等                 ・・・4 
（イ）通報受付窓口の設置時の一般的な課題等           ・・・5 
（ウ）限られた人員で通報受付窓口を運営するための対処      ・・・5 
（エ）公益通報者保護制度・通報受付窓口の周知・広報       ・・・5 

（２）内部の職員等からの通報受付窓口 

（ア）通報受付窓口の設置に当たっての各種方策          ・・・6 
（イ）外部窓口の設置・機能                   ・・・7 

（３）外部の労働者からの通報受付窓口 

（ア）受付の方法                        ・・・8 
（イ）統一的な通報受付窓口の設置理由と具体的運用方法      ・・・8 
（ウ）個別の部署を通報受付窓口とした理由と具体的運用方法    ・・・9 

（４）通報受付窓口を設置していない行政機関の実情 

（ア）通報受付窓口を設置していない理由             ・・・9 
（イ）通報受付窓口を設置していない行政機関において、職員の組織的な 

不正行為・違法行為等の情報に接した場合の対処       ・・・10 
（ウ）通報受付窓口の導入の障害と予想される事項       ・・・10 
（エ）通報受付窓口の導入を検討するために必要となる情報     ・・・11 
（オ）通報受付窓口の廃止事例                  ・・・11 

 
 

２． 公益通報者保護制度の運用等に当たっての課題と対処 

（１）通報者の秘密の保持 

（ア）通報者の秘密の保持に関する規定              ・・・12 
（イ）通報受付段階での通報者の秘密の保持            ・・・12 
（ウ）調査段階での通報者の秘密の保持              ・・・12 

（２）通報受付段階の課題 

（ア）通報受付段階の課題                    ・・・13 
（イ）公益通報者保護法に定める公益通報に該当しない通報の取扱い ・・・14 
（ウ）匿名通報の取扱い                     ・・・14 

（４）調査の実施段階の課題                      ・・・15 
（５）実務上の課題                          



3 
 

（ア）体制面の課題                       ・・・15 
（イ）通報者の保護に関する課題                 ・・・16 

（６）制度の定着に当たっての課題                  ・・・16                

 
 

３．その他 

（１）通報受付窓口の設置による職員の意識の変化            ・・・17 
（２）通報受付窓口の運営や通報に基づく調査について必要となる情報  ・・・17 
（３）調査結果の公表の基準及び公表方法                ・・・17 
 

 
 
添付資料 平成 21 年度行政機関職員向け公益通報研修会アンケート  ・・・19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

１． 通報受付窓口の設置及び運営手法等 
 

（１）通報受付窓口の設置と周知・広報 

(ア) 通報受付窓口の設置状況等  
通報受付窓口の設置状況についての回答は、以下のとおりである（無回答を除

く）。 
選択肢 (単数回答) 回答数 

内部の職員等からの通報を受け付ける窓口のみ設置している 6 

外部の労働者からの通報を受け付ける窓口のみ設置している 3 

内部の職員等からの通報を受け付ける窓口、 

外部の労働者からの通報を受け付ける窓口のいずれも設置している 
69 

内部の職員等からの通報を受け付ける窓口、 

外部の労働者からの通報を受け付ける窓口のいずれも設置していな

い 

13 

 
 通報受付窓口の設置のきっかけとなった事項についての回答は、以下のとおり 
である。 

回答（複数回答可） 内部 外部 

公益通報者保護法の施行 63 69 

首長や幹部のイニシアティブ 13 2 

不正行為等の発生 10 0 

消費者庁（内閣府）からの要請 5 7 

議会からの指摘 2 10 

住民からの要請 0 10 

効率的な行政の実現のため 7 7 

公正・透明な行政の実現のため 32 13 

その他 5 1 

 
各自治体の通報担当職員数の分布状況は、以下のとおりである。 

（自治体数） 

 

 

 

 

 

 

注１）「専任の通報担当職員」とは、通報受付業務のみを行っている者を指す。そのため本表において、

例えば担当の職員が３名いるものの、その全員が他の職務と兼務している場合には、「専任の通報

 

 

通報担当職員 専任の通報担当職員 

0

名 

1～5

名 

6～10

名 

11～

20 名 

21 名

以上 

0

名 

1～5

名 

6～10

名 

11～

20 名 

21 名

以上 

内部通報 2 53 8 1 2 37 4 2 0 0 

外部通報 6 46 3 1 2 40 1 0 0 0 
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担当職員」の数は、０名として扱っている。 

注２）また、上記は回答者の把握する範囲内での回答（例えば内部通報の担当職員数のみが記載され合計

数が空欄となっているものがあり、その場合には空欄部分については集計の対象としていない。合

計欄は、合計人数について回答があったものの数値のみに基づくものである。そのため、内部通報

又は外部通報の担当者のみの記載があり、合計の人数欄についての記載がなかったものについては、

合計欄の算定の対象としていない。）となっていることから項目ごとに回答数の合計が異なること

がある。 
 

(イ) 通報受付窓口の設置時の一般的な課題等 
通報受付窓口の設置に当たっての一般的な課題とその対処としては、次のよう

な回答があった。 
○ 通報者の秘密保持・中立性の確保。 
○ 制度の導入当時から、職員が相互監視的になることによる職場環境、士気

への悪影響が懸念されたことから、通報を具体的な根拠に基づき誠実に行

うことや、被通報者の利益に留意し、通報事案の調査に当たって被通報者

の権利を不当に侵害しないよう予断を排して、公正誠実に行うことを規定

した。 
○ 通報受付窓口の設置に当たって、①内部の職員等と外部の労働者からの通

報のための窓口を分けるのかどうか、②窓口をどの部署に設置するか、③

内部通報の対象として公益通報者保護法に定める通報対象事実以外の法令

違反を対象とするかどうか、④通報者の範囲に労働者以外の市民も含める

かどうかなどの点が課題になった。 
○ 窓口の設置に当たって、利用頻度等が予測しづらいことから、どのような

形の窓口を設置するかが議論となった。 
 
(ウ) 限られた人員で通報受付窓口を運営するための対処 

   限られた人員で通報受付窓口を運営するための対処としては、次のような回答

があった。 
○ 専任職員が置けない状況下で独立した通報受付窓口を確保するため、非常

勤職員として任用していた服務規律アドバイザーをコンプライアンス監視

員として任用し、通報受付窓口を担当させている。 
○ 職員相談員として配置されている相談員が、公益通報相談員として兼務で

受付に当たっている。 
○ 専任の職員を配置せず、電子メール及び手紙のみの受付としている。 

 
(エ) 公益通報者保護制度・通報受付窓口の周知・広報等 
（通報担当職員への制度の周知） 

   通報担当職員への公益通報者保護制度の周知・把握に関しては、次のような回
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答があった。 
○ 公益通報の受付及び処理を明確化する必要から、外部の労働者からの公益

通報についての要領及び受付マニュアルを作成し、関係課に配布した。 
○ イントラネットないしグループウェアにおいて制度の概要や申出に係るフ

ローチャートを示す等の対処を行っている。 
○ 対象法律の所管部署に対する公益通報者保護法の趣旨及び目的並びに通報

を受けた場合の措置等についての周知に時間を要した。 
○ 行政機関を通報先とする場合、「処分又は勧告等をする権限」の有無の把握

が困難であったことから、各部署に対象法令を示して確認した。 
 
 （通報者に対する制度・通報受付窓口の周知） 
  内部の職員等に対する制度・通報受付窓口の周知広報活動に関しては、次のよ

うな回答があった。 
○ イントラネットないしホームページへの掲載を行っている。 
○ 研修会等での周知、リーフレットやハンドブック等の印刷媒体の配布、文

書による各所属への通知を行っている。 
○ 通報受付窓口の電話番号等を記載した携帯カードを配布している。 
○ 内部通報の通報者の範囲を法律よりも拡大している行政機関において、物

品等入札参加業者適格者名簿登載手続の際に、（通報の主体となり得る業者

に対して）本制度に関する文書を配布して周知を図っている。 
 

外部の労働者に対する制度・通報受付窓口の周知広報活動に関しては、次のよ

うな回答があった。 
○ ホームページでの掲載に加えて、広報誌や業務を紹介するパンフレットへ

の掲載を行っている。 
○ （個別の部署を外部の労働者からの通報受付窓口としている場合において）

対象法律別及び法律に基づく処分内容別の一覧表を作成し、担当課（受付

窓口）を周知している。 
○ 庁舎の受付に公益通報ハンドブックを配架している。 

 
 （制度・通報受付窓口の周知に関する課題） 
   制度・通報受付窓口の周知に関する課題としては、次のような回答があった。 

○ 制度の周知が不十分である。 
○ 制度開始後既に４年近く経過している中で職員への再周知の必要性がある。 

 
（２）内部の職員等からの通報受付窓口 

(ア) 通報受付窓口の設置に当たっての各種方策 
   内部の職員等からの通報を受け付ける窓口に関しては、通報受付窓口の位置付
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け等や通報受付窓口設置の名称・方法等について、次のような方策をとっている

との回答があった。 
 
（窓口の位置付けについて） 

○ 通報受付に限定せず、コンプライアンス相談窓口という形で設置している。 
○ 通報の実効性を確保するために、従前人事課に置いていた通報受付窓口を、

各部局から独立した監察局に置くこととし、同時に弁護士をトップにした。 
 
（窓口の名称について） 

○ 「内部通報制度」では印象が暗いため「意見提案窓口」という名称として

いる。 
 
（複数の部署の間での窓口の設置について） 

○ 教育委員会等他の機関により任命される機関について、首長部局に窓口を

一本化することの是非が問題となり、地方自治法上の事務委任の手続を行

い、公安委員会以外の窓口を一本化した。 
○ 任命権者ごとに窓口を設けているものの、通報先をその任命権者（市長等）

のみに限定した場合には、職員が萎縮して通報できなくなるおそれがある

ことから、市長事務部局の担当者が全ての通報を受け付けることができる

ようにしている。 
  
(イ) 外部窓口の設置・機能 

内部の職員等からの通報について職員が窓口となると、安心して通報できない、

通報者の秘密が保持されないといった懸念があることを理由として、通報者の保

護のために外部の弁護士等を窓口とする例が見られた。また、外部窓口を設置し

ている場合において、外部窓口において受け付けた情報を行政機関に対して開示

する際に、氏名等通報者の特定に足りる情報を開示しない扱いとする例が見られ

た。 
 
このような外部窓口を設ける意義・機能としては、次のような回答があった。 
○ 通報しやすい環境を確保し、透明性や公正性の高い制度となる。 
○ 外部の弁護士が行政機関に対して通報者の特定に足りる情報を開示しない

扱いとすることで、通報者に対する信頼（通報者が特定されるおそれが低下

すること等）が確保された。 
○ 外部窓口の機能としては、通報者の秘密の確保に加えて、外部窓口を設け

ることにより、相談・通報の新たな需要が出てくることを期待した。 
○ 外部窓口である弁護士の人選については、当初は顧問弁護士としていたが、

全国知事会の方針や議会の意向に基づき、弁護士会の推薦する弁護士に変
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更した。 
 
   外部窓口を弁護士が担っている場合については、通報受付窓口となるのみなら

ず、次のような業務をも行っているとの回答があった。 
○ 秘密保持重視の観点から、外部窓口において通報を直接受け付けるととも

に、調査も当該弁護士が行い、調査には関係者以外立ち会わない扱いとし

ている。 
○ 外部弁護士を行政監察員として、行政監察員に通報し、かつ行政監察員が

調査及び勧告等をも行うものとし、さらに行政監察員の補助組織として独

立した組織である行政監察室を設置している。 
 
（３） 外部の労働者からの通報受付窓口について 
(ア) 受付の方法 

外部の労働者からの通報については、統一的な受付窓口を設ける方法と、法律の

所管部署でそれぞれ受け付ける方法とが見られた（両方の方法が採られている場合

もあった。）。 
 
外部の労働者からの通報の受付及び窓口の運営に際して留意している事項とし

ては、次のような回答があった。 
○ 外部の労働者からの通報に当たっては、通報を受け付けた場合の担当者間

での適切な情報の共有のために、周囲への声かけ等により周知徹底を行っ

ている。 
○ 行政相談の担当職員が窓口を兼務して、ガイドライン（関係省庁の申合せ

事項）を参考に窓口を運営している。 
 
(イ) 統一的な通報受付窓口の設置理由と具体的運用方法 

統一的な通報受付窓口の設置理由・機能としては、次のような回答があった。 
○ 外部の労働者からの通報者にとって対象法令や担当部署が分からない場合

を想定した。 
○ 外部の労働者からの通報に際して、通報受付窓口において組織内部の調整

を図ることとし、内部事情に通じていない通報者の利便性を考慮した。 
       

統一的な通報受付窓口をいかなる部署に設置するかについては、次のような回答

があった。 
○ 消費生活相談窓口がある部署に設置している。 
○ 産業振興を所管する部署に設置している。 
○ 専任の担当職員を配置できないことから、通報受付窓口を広報広聴課（県

民/市民相談室）に設け、専用の受付電話で対応している。 
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○ 相談員が相談を受け付け、当該法律を所管する部署を案内している。 
 

統一的な通報受付窓口を設置する方法を採っている行政機関において、適切な体

制を整備するために、次のような運用を行っているとの回答があった。 
○ 通報受付窓口と法令所管部署とが連携し、公益通報の適切な処理を図る体

制を整備する必要があるとの認識のもと、公益通報の取扱いに関する要綱

等を制定し、通報の適切処理のために必要な措置をとるとともに、受付部

署と法律の所管部署との役割分担を明確にしている。 
○ また、これとは別に、外部の労働者からの公益通報について全庁的な連絡

調整が必要とされることから、その所管部署を定めている。 
○ 苦情や相談に対応してきた既存組織を窓口とすることにより、これまで相

談対応で蓄積したノウハウを活用するとともに、運営コストを最小限に抑

えている。 
  
(ウ) 個別の部署を通報受付窓口とした理由と具体的運用方法 
個別の部署を通報受付窓口とした理由としては、次のような回答があった。 
○ 対象法令が多岐にわたることから、窓口を一本化した場合に迅速な処理が

できなくなるおそれがある。 
 

個別の部署を通報受付窓口としている行政機関において、各受付部署における統

一した取扱いを確保するために、次のような運用を行っているとの回答があった。 
○ 一定の部署に報告をすることにより情報の集約を図っている。 
○ 各部署で通報を受理した後に一定の部署に報告して事務処理をする体制を

とっている。 
○ 要綱等の規程の作成を行っている。 
○ 通報受付窓口となる各部署に対して説明会又は研修を開催している。 
○ 要綱に基づいた適正な事務処理を行うための事務フローを作成している。 
○ マニュアルを作成することによる周知を図っている。 
○ 対象法律の変更等に対応して、一定の部署が当該自治体における対象法律

の権限の有無及び該当所管部署を確認している。 
 

（４） 通報受付窓口を設置していない行政機関等について 

(ア) 通報受付窓口を設置していない理由 
通報受付窓口を設置していない理由としては、次のような回答があった。 
回 答（複数回答可） 回答数 

予算上の措置がとれない 3 

人員上の措置がとれない 4 

通報受付窓口を設けなくても違法行為等の指摘に対して適 7 
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「その他」としては、次のような回答があった。 
○ 実際に通報があった場合には一定の部署で受け付ける。  
○ 設置前及び設置後の具体的な運営等に不明な点が多く、導入に消極的とな

っている。 
 
(イ) 通報受付窓口を設置していない行政機関において、職員の組織的な不正行

為・違法行為等の情報に接した場合の対処 
職員の組織的な不正行為・違法行為等の情報に接した場合の対処としては、現

実にそのような事態が発生していないとの回答のほか、人事担当部署等が事実確

認を行う等の回答があった。 
 
(ウ) 通報受付窓口の導入の障害と予想される事項 

通報受付窓口の導入に当たって現実に障害となる事項として予想されるものと

しては、次のような回答があった。 
 
 
 

 
    
 
 
 

 
 
「その他」としては、次のような回答があった。 
○ 外部の労働者からの通報の窓口については、処分又は勧告を行う権限がな

い通報が寄せられると想定されることから、住民への周知が課題である。 
○ 本制度は、意識醸成・知識習得・行動促進があいまって制度が確立すると

の認識しているものの、現段階ではいずれも欠如している。 
 

切に対処できている 

通報受付窓口を設置した場合には通報等の処理のための事

務負担が過重になることが想定される 
6 

幹部が導入に慎重である 1 

幹部以外の職員の間で導入に心理的抵抗がある 0 

その他 16 

回 答（複数回答可） 回答数 

幹部の必要性の認識・理解 5 

予算の確保 4 

人員の確保 9 

幹部以外の職員等の理解 5 

通報受付窓口を設置した場合の通報等の処理のための事務

負担 

12 

その他 3 
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(エ) 通報受付窓口の導入を検討するために必要となる情報 
   通報受付窓口の導入を検討するために必要となる情報としては、通報受付窓口

に関する運営規程の例や事務処理のマニュアル等が必要であるとの回答が多く寄

せられた。 
 

このほか、次の情報が必要であるとの回答があった。 
○ 通報受付窓口導入の効果や通報の処理の実例 
○ 必要となる人員及び予算並びに事務処理に関するフロー図 
○ 通報受付窓口を外部に設置する場合に契約書に定めるべき内容 
○ 外部の労働者からの通報に関しては、都道府県レベルでの研修会 

 
(オ) 通報受付窓口の廃止事例 

通報受付窓口について、従前設置していたにもかかわらずこれを廃止した事例

があるかとの質問については、廃止したとの回答はなかった。 
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２．公益通報者保護制度の運用等に当たっての課題と対処 
 
（１）通報者の秘密の保持 

(ア) 通報者の秘密の保持に関する規定 
通報者の秘密の保持については、要綱等において通報者の秘密の保持（調査の

対象となる部署に通報者の特定につながる情報を開示しないことを含む。）を定め

る例が多く見られた（違反についての処分の規定も含む。）。 
 
(イ) 通報受付段階における通報者の秘密の保持 

通報の受付段階において通報者の秘密を保持するための方法としては、次のよ

うな回答があった。 
○ 対応者や通報者に関する情報の授受の範囲を限定する。 
○ 通報受付窓口の電話、ファクシミリ及びメールに専用の回線又はアドレス

を使用する等により秘匿性の確保を行う。 
○ 通報者との面会の際の個室の利用等の環境の確保をする。 
○ 内部の職員等からの通報について、直接窓口に来てしまった場合には、カ

ウンター式の窓口であることから、通報者が分かってしまうという問題が

あるため、公益通報であると判断でき次第、速やかに別室に案内する。 
○ 外部窓口を設置する。 
○ 通報の受付を外部窓口である弁護士のみが行う。 

 
(ウ) 調査の実施段階における通報者の秘密の保持 

   調査の実施段階において通報者の秘密を保持するための方法としては、次のよ

うな回答があった。 
○ 関係部署等に対して匿名性の確保や慎重な調査を依頼する。 
○ 調査担当者に対して関係者に聞き取りを行う際には秘密保持の徹底につい

て個別に説明する。 
○ 立入調査に当たって通報者が特定されないよう対処に留意する。  
○ 通報者との接触に当たって通報者の秘密の保護の見地から時間や場所を適

切に定める。 
○ 調査も外部の弁護士が行うこととし、関係者以外調査に立ち会わないこと

とする。 
 
調査の実施に当たっては、通報者の名前を明らかにしない場合であっても、次

のように、結果的に通報者が特定されてしまう課題が指摘された。 
○ 内部の職員等からの通報について、特定の職員から特定の対象に対しての

通報が多いことが通報者の事実上の特定につながりやすい。 
○ 内部の職員等からの通報について、通報に否定的な意識を持っている職員
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の意識を継続的な取組により改めていく必要がある。 
○ 外部の労働者からの通報について、特に中小企業等規模の小さい事業所で

の調査に当たって、通報者の事実上の特定がなされてしまうのではないか

と苦慮している。 
○ 外部の労働者からの通報について、通報者の秘密の保持をしていても通報

者が誰であるか事実上推測されてしまうため、調査における秘密保持に対

する信頼が低下してしまう。 
 

上記課題への対処としては、次のような回答があった。 
○ 内部の職員等からの通報について、通報者が判明しないようにするため、

ダミーの調査内容を作り、通報とは関係のない部署も含めて横断的に調査

を行う等の配慮を行っている。 
○ 調査に当たって、状況によっては内部通報をきっかけとする旨を示さず、

市民からの苦情があったので状況を教えてほしいとして調査を行ったり、

上司からの指示として調査を行う等柔軟に対応する。 
 

 また、次のように、調査をすることについて一定の場合に通報者の同意を取得

しているとの回答もあった。 
○ 内部の職員等からの通報について、調査の実施に当たり関係部署等に照会

等を行う場合、本人の同意を事前に取り付けることとしている。 
○ 通報の内容によっては、調査に当たって通報者を秘匿することが事実上不

可能と考えられるものの、通報者が誰か分からないままでは調査の実効性

が上がらないと考えられる案件もあることから、受付の際に調査の実施に

当たって氏名等を明らかにしても良いか確認している。 
○ 調査により連絡者が特定されるおそれがある場合に調査方法等についてあ

らかじめ連絡者と協議する。 
 

（２）通報受付段階の課題 

(ア) 通報受付段階の課題 
   上記（１）（イ）の通報者の秘密の保持のほか、通報受付段階の課題としては、

次のような回答があり、主に法の定める公益通報に該当しない通報の取扱い及び

匿名通報の取扱いが課題として挙げられた。 
○ 通報受付窓口に寄せられる通報は、「通報者が労働者ではない」、「通報

者が匿名である」等、公益通報の要件を満たさないものが多い。 
○ 公益通報に該当するかとの点について、具体的な事案のもとで「労働者」

の判断や、行政機関に対する通報の要件である「信ずるに足りる相当の理

由」の有無の判断が難しい。 
○ 教示先及びその権限の的確な把握が難しい。 
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○ 対象法律の追加や改正等の情報の把握が課題となっている。 
○ 匿名通報の取扱いが不明である。 
○ 通報者の認識不足から法令違反とならない安易なものまで通報される。 
○ 通報の名のもとに、単なる苦情等が多数寄せられ、その対処が大きな負担

となっている。 
○ 内部通報と苦情相談の混同がみられる。 
○ 実際に通報として寄せられるものについては苦情的なものが多く、通報の

処理よりも苦情の対応に追われているのが実情である。 
○ 誹謗中傷を含む通報や重箱の隅をつつくような過剰な通報に対して、どの

ように対応すべきかが問題であり、形式主義や事なかれ主義に陥ったり、

他方で過剰な対応をしないようにするための対処が課題。 
○ 「公益のための通報」（と通報者が考えるもの）がすべて公益通報として扱

われるべきとの誤解に基づく苦情申告がされるケースが少なくない。「公益

通報」という名称がこのような誤解を招いていると考えられるので、より

適切な名称に改めることを検討してほしい。 
 

(イ) 公益通報者保護法に定める公益通報に該当しない通報の取扱い 
   公益通報者保護法に定める公益通報に該当しない通報の取扱いについては、次

のような対処をしているとの回答があった。 
○ 必要に応じて法令所管部署に情報提供し、適宜調査等を行うこととしてい

る。 
○ 一般の情報提供として扱っている。 
○ 通報者及び通報対象事実の範囲を法律に定めるものよりも拡大し、通報を

促している。 
○ 内部の職員等からの通報について、通報対象事実の範囲を法令等に違反す

る行為まで拡大している。 
○ 内部の職員等からの通報について通報対象事実の範囲を拡張しているとこ

ろ、その趣旨にのっとり、たとえ職務外の事項に係る通報であっても広く

調査対象として捉えることとしている。 
○ 外部の労働者からの通報については、自身の雇用に係る問題が通報のきっ

かけとなることが多く、また公益通報として受理できないものが多いが、

情報そのものを指導監督事務の参考として活用している。 
 

(ウ) 匿名通報の取扱い 
   内部の職員等からの匿名の通報について、公益通報者保護制度の対象としてい

るものの、受付に何らかの制限を設けている場合の具体的な取扱いとしては、次

のような回答があった。 
○ 原則として実名の通報のみ受け付けるとしつつ、匿名の通報であっても内
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容が具体的で信憑性が高い場合には例外的に対応することとしている。 
○ 可能な限り公益通報と同様の調査を行い、事実の確認に努めている。 

 
   内部の職員等からの匿名の通報を（原則として）公益通報者保護制度の対象と

しない場合の理由としては、次のような回答があった。 
○ 発足当初は匿名の通報を制度の対象としていたが、誹謗中傷を排除し、調

査を的確に行うために対象外とした。 
○ 通報者と連絡が取れないため調査の実施が困難となる。 
○ 匿名の通報の場合、通報者を推測されない適切な調査方法を検討すること

が困難である（図らずも通報者を特定してしまう可能性がある）。 
○ 調査を実施した場合には調査の対象となる職場で事実上通報者が特定され

る懸念があり、その場合には保護措置を取れない。 
○ 匿名通報には流言飛語の類が多くなる傾向にある。 
○ 外部の弁護士等に窓口を設けることで、通報者の秘密の保護と責任ある通

報との均衡を図っている。 
 
（４）調査の実施段階の課題 

上記（１）（ウ）の通報者の秘密の保持のほか、調査の実施段階の課題としては、

次のような回答があった。 
○ 内部の職員等からの通報については、調査の実施方法として、聞き取りに

よる本人への確認が主となることから、客観的な証拠の収集が難しい。 
○ 内部の職員等からの通報については、通報内容の調査は担当の部署が行う

ことになっていることから、調査の公正性に欠けるという指摘を受けるこ

とがある。 
○ 職務に係る「違法不当な事項」を通報の対象と規定した場合において、真

に違法不当かは強制捜査権がない中で調査困難であること、また特に「不

当」かどうかの判断が困難である。 
○ 調査は遅滞なく実施することが求められているが、案件によっては予想以

上に時間がかかり、迅速な処理が難しい。 
○ 通報を受けて確認調査を行うに当たって、いきなり立入調査等を行うこと

も難しい場合があり、いかなる方法で調査を開始することが適切かについ

ての試行錯誤が続いている。 
 

（５）実務上の課題 
その他実務上の課題としては、次のような回答があった。  

(ア)  体制面の課題 
○ 対象法律ごとに担当者を配置しているが、他の業務との兼務や通報の実績

が乏しい中で担当者が業務内容を把握しづらい。 
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○ 内部の職員等からの通報と外部の労働者からの通報とでは異なる取扱いが

想定されるところ、個別の行政機関の内部で通報制度全体としての連携を

どのようにとることができるのかが疑問である。 
○ 通報の事例が乏しい中で、担当職員のモティベーションの維持や（小規模

な行政機関において人数も限られているため）適切な体制の維持が困難で

あり、現実に通報があった場合に適切な対応ができるかが疑問である。 
○ そもそも通報がほとんどない。 
○ 通報者の保護や通報・相談及び調査を行う行政機関が不当な妨害を受けな

いため、警察と早期に連携する必要がある。また、犯罪行為に関係するこ

とが通報対象となっていることから、多くの場合警察と協議する必要性が

あるのではないか。 
○ 設置についての職員の認知度が低いため、問題が顕在化していない。 

 
(イ)  通報者の保護に関する課題 

○ 問い合わせに対する制度の説明に当たって、権利保護は結局は裁判所で争

われることになると説明すると、通報者が匿名の情報提供にとどめること

が多く、制度の実効性を高めるために労働者にとって具体的なメリットや

保証を検討することが必要。 
○ 公益通報者保護法上労働者に対して不利益な取扱いが禁止されているにも

かかわらず、実際には嫌がらせを受ける等通報による影響を受ける場合が

多いため、通報をためらう通報者が多い。 
○ 外部の労働者からの通報を理由として通報者が解雇された場合に、通報を

受け付けた行政機関としてどのような対応をとるべきか悩ましい。 
 
（６）制度の定着に当たっての課題 

公益通報者保護制度の定着に当たっての課題としては、次のような回答があっ

た。  

○ 公益通報者保護制度については、組織の「公正性、公平性、透明性」を担

保するために必要な制度であり、いかに機能させるかが重要である。 
○ 長年培われてきた日本人の基本的な気質になじまない部分があり、有効活

用されていないように感じる。 
○ 公益通報者保護制度については、本来の目的とは異なった認識がされてい

る面も否定できず、そのような認識が広まると、本来の目的達成が困難に

なるおそれがある。 
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３． その他 
 

（１）通報受付窓口の設置による職員の意識の変化 

通報受付窓口の設置により職員の法令遵守意識状況について変化があったと感

じられるかとの質問に対しては、次のような回答があった。 
○ 通報受付窓口の認知度が低いため、職員の意識に変化が生じておらず、目

に見えた大きな変化は感じられない。 
○ 公益通報者保護制度の適正な運用により、職員による法律の適正な運用に

資するのではないか。 
○ はっきりした変化は見えないものの、制度自体は定着してきた。 
○ 公益通報者保護制度の通報受付窓口の設置だけでなく、法令遵守（コンプ

ライアンス）の推進のための施策の全体の効果により、法令遵守の意識が

定着してきた。 
○ 内部通報をきっかけとして懲戒処分が出されていることから、通報制度が

機能していると感じた。 
○ 職場での違法行為への抑止力として機能している。 
○ 多くの通報や、通報をきっかけとして勧告がなされた事例が公表･報道され

たことにより、職場での違法行為の抑止力として機能している。 
 
（２） 通報受付窓口の運営や通報に基づく調査について必要となる情報 

通報受付窓口の運営や通報に基づく調査に関して必要となる情報については、

通報を受けた場合の調査マニュアルや実際の調査の事例（通報別の対応結果等も

含む。）を挙げる回答が数多く寄せられた。 
 

このほか、必要となる情報としては、次のような回答があった。 
○ 対象法令に関する資料や法解釈に関する資料 
○ 外部窓口の設置状況や運営に係る予算額等の情報 
○ 新しい公益通報ハンドブックの配布 
○ 公益通報者保護制度のうち外部の労働者から行政機関に対する通報に関す

るパンフレット 
 
（３）調査結果の公表の基準及び公表方法 
  公益通報を受け付けた後、調査を実施した場合における調査結果の公表の有無及

び調査結果の公表についての基準の有無についての回答は、以下のとおりである。 
 
       

調査結果の公表の有無 
調査結果の公表につい

ての基準の有無 

有 37 25 

無 51 59 
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注）項目につき未回答の自治体があったため、合計数は一致しない。 

注）「調査結果の公表についての基準」は、公益通報を契機とした調査であることに着目した基準であるか

否かを問わない。 

 
    調査結果の公表についての基準としては、懲戒処分の公表の基準に基づき公表

する、対象法律である各法律についての基準により公表する等、公益通報を契機

とした調査であることに着目しない基準によって公表する例が見られた。 
   他方で、公益通報を契機とした調査であることに着目した公表の基準を設けて

いる例も見られた。 
   この場合における具体的な公表方法については、次のような回答があった。 

○ 通報者の保護の観点から件数のみを公表している。 
○ 件数のみの公表にとどめ具体的な事案等は非公開としているが、是正処置

を行ったものについて特に大きな影響があると考えられるものについては、

通報者の秘密に配慮した上で公表をすることがある。 
○ 内部の職員等からの通報と外部の労働者からの通報によって公表の仕方を

異にしている。 
○ 受理件数、調査に着手した件数、是正措置を講じた件数を公表している。 
○ 通報受付部署の透明性を担保し、説明責任を果たすためにも、通報者が特

定されないように留意しつつ、ホームページで受付処理状況を公表してい

る。 
○ 内部通報について必要がある場合に通報者を特定できる情報を除いて概要

を公表している。 
○ 受理したもの全てについて定期的に調査結果の概要を公表している。 
○ 違法行為等が確認できなかった場合も含めて内部の職員等からの通報につ

いては通報の概要、調査結果及び措置も含めて公表している。 
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添付資料 

 
 
 
 
 
 

平成 21 年度行政機関職員向け公益通報研修会 

アンケート 
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本書は、平成 21 年度行政機関職員向け公益通報研修会にあたって、各行政機関に対して行ったア

ンケートの内容を掲載したものであるが、質問事項以外の一定の事項（記載に当たっての留意事

項等）の記載を省略している。 
 

 
平成 21 年度行政機関職員向け公益通報研修会 

アンケート 
 

 
１． あなたの所属する行政機関・地方公共団体では、公益通報者保護法に基づく公

益通報を受け付けるための窓口(以下「通報受付窓口」といいます。) を設置して

いますか。 
※ 「処分又は勧告等を有する権限」のある事項がないため、公益通報者保護法の行政機関への通

報先とならない場合には、この質問の関係では外部からの労働者の通報を受け付ける窓口を設置し

ているものとして回答してください。 
 

 ①  内部の職員等からの通報を受け付ける窓口のみを設置してい

る。 
→ ２～１９の質問に御回答ください。 

 ②  外部の労働者からの通報を受け付ける窓口のみを設置してい

る。 
     → ２～１９の質問に御回答ください。 

 ③  内部の職員等からの通報を受け付ける窓口、外部の労働者の通

報を受け付ける窓口を両方とも設置している。 
※ ひとつの窓口で両方の機能を兼ねている場合を含みます。 
 → ２～１２、１８の質問に御回答ください。 

 ④  内部の職員等からの通報を受け付ける窓口、外部の労働者から

の通報を受け付ける窓口のいずれも設置していない。 
 → １３～１８の質問に御回答ください。 
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（質問２～１２は質問１で①、②又は③を選択した方への質問です。） 
２．通報受付窓口の設置のきっかけとして、あてはまるものは以下にありますか。内

部の職員等からの通報を受け付ける窓口、外部の労働者からの通報を受け付ける

窓口ごとに、該当するものすべてを選んでください。 
    
 （ 内

部） 
（外部）  

  ① 公益通報者保護法の施行 
  ② 首長や幹部のイニシアティブ 
  ③ 不正行為等の発生 
  ④ 消費者庁（内閣府）からの要請 
  ⑤ 議会からの指摘 
  ⑥ 住民からの要請 
  ⑦ 効率的な行政の実現のため 
  ⑧ 公正・透明な行政の実現ため 
  ⑨ その他（以下に御記入ください。） 

    
                     
 
 
 
 
 
３．通報受付窓口及び通報に基づく調査の担当をしている職員の数は何人でしょうか。

そのうち専任で通報受付窓口の運営又は通報に基づく調査にあたっている方は何

人でしょうか。内部の職員からの通報を受け付ける窓口と外部の労働者からの通

報を受け付ける窓口とを別個に設置している場合には、可能な限りでそれぞれの

人数を御記入ください。 
 
                             （合計)   （うち内部) （うち外部） 
（窓口及び調査の担当者の数）      人       人        人 

 
（上記のうち専任の職員の数 ）      人       人        人 
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４．通報受付窓口の設置をする際に直面した問題があれば、その内容を御記入くださ

い。また、直面した問題へどのように対処しましたか。 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
５．通報受付窓口の運営に当たって、留意した点、工夫した点などがあれば、内容に

ついて御記入ください。 
例えば、①専任の担当職員を置けない中での窓口運営、②窓口の運営に当たっ

てのマニュアル等の作成及び整備、③通報者の秘密保持のための窓口の運営方法

などについて、留意した点、又は工夫した点があれば御記入ください。これ以外

の事項でももちろん結構です。 
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６．通報に基づく調査の実施にあたって感じている問題点などはありますか（例えば、

関係部署の協力が得られない、通報者本人の協力が得られない、通報者が誰であ

るかが事実上分かってしまうなど。）。内部の職員等からの通報の場合と外部の労

働者からの通報のそれぞれについて、対処の方法（もしあれば）とあわせて御記

入ください。 
 
  （内部の職員等からの通報） 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  （外部の労働者からの通報） 
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７．内部の職員等からの通報を受けた場合に、通報者の秘密の保護や通報者に対する

不利益な取扱い等が生じないようにするために、何らかの方策をとっていますで

しょうか。方策の内容(とっている場合)とあわせて御記入ください（内部の職員等

からの通報を受け付ける窓口を設置していない場合にはその旨を御記入くださ

い。）。 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
８．公益通報者保護法やこれに関連するガイドラインの規定に関して、受付窓口の運

営や調査の実施にあたって障害となっている点や実務上問題となっている点、そ

の他お気づきの点はありますでしょうか。 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
９．通報を受け付けた後、調査を実施した場合において、調査結果を公表しています

か。また、公表を行っている場合、公表について何らかの基準を設けていますか

（例えば、違法不当な行為が発見された場合にのみ公表するなど。）。公表につい

て基準がある場合にはその概要を御記入ください。 
 

（調査公表の有無） 
   

 有   無 
 
 

（公表についての基準の有無） 
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 有   無 

 
(公表についての基準の概要) 

 
      

 
 
 
 
 
 
１０．通報受付窓口の設置によって、法令遵守等についての職員の意識に変化はあり

ましたか。変化があったと感じられる場合には、その内容をご記入ください（内

部の職員等からの通報を受け付ける窓口を設置していない場合にはその旨を御記

入ください。）。 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
１１．通報受付窓口の運営や通報に基づく調査に関して必要となる情報にはどのよう

なものがありますか（例えば、他の行政機関での調査の実例、調査マニュアルの

実例など。）。 
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１２ 通報受付窓口についてどのような周知・広報活動を行っていますか。内部の職

員等からの通報を受け付ける窓口、外部の労働者からの通報を受け付ける窓口の

それぞれについて御記入ください。 
（内部の職員等からの通報を受け付ける窓口） 

 
      

 
 
 
 
 
 

（外部の労働者からの通報を受け付ける窓口） 
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（以下は質問１で①、②又は④を選択された方への質問です。質問１で③を選択され

た方は、質問１９（自由記述）にお進みください。） 
 
１３． 通報受付窓口の導入を検討したことはありますか。 
 

 有   無 
 
１４．通報受付窓口を設けない理由としてはどのようなものがありますでしょうか。

以下からあてはまるものをすべて選んでください。 
 ① 予算上の措置が取れない 
 ② 人員上の措置が取れない 
 ③ 受付窓口を設けなくても違法行為等の指摘に対して適切に対処

できている 
 ④ 通報窓口を設置した場合には通報等の処理のための事務負担が

過重になることが想定される 
 ⑤ 幹部が導入に慎重である 
 ⑥ 幹部以外の職員の間で導入に心理的抵抗がある。 
 ⑦ その他（具体的にお書きください） 

  
      

 
 
 
１５． 職員の組織的な不正行為・違法行為等の情報に接したときには、どのように

対処していますでしょうか。今までの経験がありましたらご記載ください。また、

そのような情報の受付や調査について内部規定などを設けていますでしょうか。

設けている場合にはその概要を御記入ください（内部の職員からの通報窓口を設

置していない場合のみ御回答ください。）。 
  （対処の方法） 
 

      
 
 
 
 
  （情報受付や調査についての内部規程の有無） 
 

 有   無 
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  （内部規定の概要） 
 

      
 
 
 
 
 
１６．通報受付窓口の導入を検討されるとした場合、現実に導入するにあたっての障

害となる事項としては何が考えられますか。以下の事項からあてはまるものをす

べて選んでください。 
 ① 幹部の必要性の認識・理解 
 ② 予算の確保 
 ③ 人員の確保 
 ④ 幹部以外の職員等の理解 
 ⑤ 通報受付窓口を設置した場合の通報等の処理のための事務負

担 
 ⑥ その他(具体的にお書きください) 

 
      

 
 
 
 
１７． 通報受付窓口の導入を検討するために必要となる情報にはどのようなものが

ありますか（例えば必要となる人員・予算の規模、運営規程例など）。 
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１８． 通報受付窓口について、以前は設置していたものの、通報受付窓口を廃止し

たことはありますか。通報受付窓口を廃止されたことがある場合、廃止された理

由について御記入ください。 
   （廃止したことが） 

 有   無 
 
   廃止したことがあると御回答された方に伺います。廃止した理由はどのような

ものですか。 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
１９． 公益通報者保護制度についてお気づきのことなど、自由にお書きください。 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

以上 
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